
平 成 ２ ３ 年 １ ０ 月 １ ２ 日  
 
 各 部 局 長 等  様  
 
      副 市 長  石 原  重 雄  
      （ 財 政 調 整 課 扱 い ）  
 
 
   流 山 市 補 助 金 等 審 議 会 か ら の 答 申 に つ い て （ 通 知 ）  
 平 成 ２ ３ 年 １ ０ 月 ４ 日 付 け で 流 山 市 補 助 金 等 審 議 会 か ら 別 添 の

と お り 答 申 が あ っ た の で 通 知 し ま す 。  
 な お 、 平 成 ２ ４ 年 度 予 算 要 求 に 当 た っ て は 、 下 記 の 点 に 留 意 す

る こ と 。  
記  

１  答 申 書 を 良 く 読 み 、 答 申 内 容 に つ い て 各 課 等 で 真 摯 に 受 け 止

め 、 補 助 金 等 の 適 正 化 に 努 め る こ と 。  
２  補 助 金 の 交 付 期 間 が ２ ０ 年 以 上 に 及 ん で い る も の は 、硬 直 化 、

マ ン ネ リ 化 、 費 用 対 効 果 の 観 点 か ら Ｂ ， Ｃ 評 価 に 限 ら ず Ａ 評 価

で も 必 ず 見 直 し を 行 う こ と 。  
３  自 主 事 業 や 市 か ら の ア ウ ト ソ ー シ ン グ に よ り 、 団 体 の 自 立 を

促 し 、 補 助 金 は 運 営 費 補 助 で は な く 事 業 補 助 に 限 定 す る こ と 。  
  な お 、 自 主 事 業 等 で 多 額 の 黒 字 決 算 の 団 体 へ の 補 助 金 に つ い

て は 、 廃 止 を 含 め 見 直 し を 行 う こ と 。  
４  団 体 の 収 支 報 告 書 を 良 く 点 検 し 、 使 用 目 的 の 無 い 多 額 の 繰 越

金 が あ る 場 合 は 一 時 期 補 助 金 を 止 め る 事 を 検 討 す る こ と 。  
５  平 成 ２ ４ 年 度 予 算 要 求 を 行 う 場 合 は 、予 算 見 積 書 に 別 添 の「 補

助 金 等 調 査 票 ・ 補 助 金 等 適 正 化 実 行 プ ラ ン 」 を 添 付 す る こ と 。  
  こ の 際 、 今 回 の 答 申 結 果 に 対 す る 考 え と 平 成 ２ ４ 年 度 か ら 平

成 ２ ６ 年 度 ま で の 、 補 助 金 適 正 化 へ の 取 り 組 み 計 画 を 必 ず 記 載

す る こ と 。  
※ 補 助 金 適 正 化 へ の 取 り 組 み と は 、 ３ 年 後 迄 に 補 助 金 を 廃 止

す る 事 、 或 い は 補 助 金 か ら 団 体 へ の 委 託 等 へ の ス キ ー ム の

変 更 を 行 う 事 で あ る 。  
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